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4 当社の株式に関する事項

1 株式数

（2025年度末現在）

発行可能株式総数 5,130,000,000株
2 発行可能種類株式総数、発行済株式総数及び株主数

（2025年度末現在）

区 分
発行可能種類株式総数

株

発行済株式総数

株

株主数

名

普通株式 4,800,000,000 2,489,848,594 556,355
第一回第十四種の優先株式 90,000,000 ─ ─
第二回第十四種の優先株式 90,000,000 ─ ─
第三回第十四種の優先株式 90,000,000 ─ ─
第四回第十四種の優先株式 90,000,000 ─ ─
第一回第十五種の優先株式 90,000,000 ─ ─
第二回第十五種の優先株式 90,000,000 ─ ─
第三回第十五種の優先株式 90,000,000 ─ ─
第四回第十五種の優先株式 90,000,000 ─ ─
第一回第十六種の優先株式 150,000,000 ─ ─
第二回第十六種の優先株式 150,000,000 ─ ─
第三回第十六種の優先株式 150,000,000 ─ ─
第四回第十六種の優先株式 150,000,000 ─ ─

（注）1. 第一回から第四回までの第十四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて90,000,000株を超えないものとしております。
2. 第一回から第四回までの第十五種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて90,000,000株を超えないものとしております。
3. 第一回から第四回までの第十六種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて150,000,000株を超えないものとしております。
4. 上記の普通株式の株主数は、単元未満株式のみを有する株主178,945名を含んでおりません。



（2）

3 大株主

普通株式

（2025年度末現在）

株主の氏名又は名称
当社への出資状況

持株数 持株比率
株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 388,684,440 15.91
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 140,232,550 5.74
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 54,801,554 2.24
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR
DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS 49,272,599 2.01
THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING
OMNIBUS ACCOUNT 39,175,227 1.60

JP MORGAN CHASE BANK 385781 37,596,842 1.53
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 28,687,445 1.17
野村信託銀行株式会社（投信口） 28,060,500 1.14
株式会社日本カストディ銀行（金銭信託課税口） 26,137,650 1.07
JP MORGAN CHASE BANK 385642 25,167,161 1.03

（注）1. 持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率につきましては、自己株式（47,954,672株）を除外して算定しております。

4 役員保有株式

（2025年度末現在）

株式の交付を受けた者の人数 株式の種類および数

取締役および執行役 13名 普通株式 50,167株

社外取締役 2名 普通株式 10,844株

（注）記載株数は、過年度に支給する見込みの株数が明らかとなり2025年度に交付された株式を含みます。

5 当社の新株予約権等に関する事項

1 事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等

事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等はございません。

2 事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等

事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等はございません。
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6 会計監査人に関する事項

1 会計監査人の状況

氏名又は名称

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

公認会計士 久保 暢子

公認会計士 津村 健二郎

公認会計士 藤本 崇裕

公認会計士 中村 辰也
当該事業年度
に係る報酬等 ５０百万円

その他

1. 監査委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、当
該事業年度の監査計画の内容が、リスク認識に適切に対応した監査項目・体制となってお
り、効果的かつ効率的で、適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づいた報
酬見積もりであるかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第
399条第１項の同意を行っております。

2. 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）
であるコンフォート発行業務等を委託し、対価を支払っております。

（注）1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取引法上の監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的に

も区分できないため、これらの合計額で記載しております。
3. 当社、連結される子会社および子法人等が当社の会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額は、4,711百万円でありま

す。
なお、当社、連結される子会社および子法人等と当社の会計監査人との間の契約に基づき支払うべき金額のうち確定していないものに
ついては、概算値によっております。

2 会計監査人に関するその他の事項

イ．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

＜解任＞
1. 監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる等、計算書類等の監

査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する
議案の内容を決定いたします。

2. 監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ、速やかに解任する必
要があると判断した場合、監査委員の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会
が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由
を報告いたします。

＜不再任＞
監査委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保す
るための体制等に関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、当社グループの会計
監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主
総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。

ロ．当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けている重要な子会社及び子法人等

当社の重要な子会社および子法人等のうち、みずほインターナショナル（Mizuho International plc）ほか11社は、
当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査（会社法また
は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）の規定によるものに限る）を受けております。
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7 業務の適正を確保するための体制
当社の「業務の適正を確保するための体制」、および「当該体制の運用状況」の概要は以下のとおりであります。
なお、2026年3月30日開催の取締役会において決議した「コンプライアンスの基本方針」改定に伴い、「情報管理に関

するグループ経営管理の基本的考え方」および「お客さま本位の業務運営管理に関する基本方針」に関する内容は、改
定後の基本方針に統合しております。

業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）（※）
（※2026年4月1日付）

1 執行役の職務執行関連
（１）執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

● 「経営会議規程」等に基づき、経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、保存
期限を定める等の必要な保存・管理を実施する他、「コンプライアンスの基本方針」に基づき、情報管理を徹底するた
めの実践計画を策定し、定期的にフォローアップする（※）。

● 情報管理に関する全社的な諸問題については、コンプライアンス委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・
調整を行う。

（※は2026年4月1日改定後の体制を記載）

（２）当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

● 「総合リスク管理の基本方針」において、当社グループの総合リスク管理を行うに当たっての基本的な方針を定め、
リスクを全体として把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から、事前ないし事後に適切な対応を行う
ことで経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行う。また、リスクを定義し、リスク区分を
設定するとともに、リスク管理所管部室や管理体制を定める。

● 当社は、取締役会の諮問機関であるリスク委員会を設置し、リスクガバナンス等に関する事項について審議または報
告を受け、取締役会に報告または提言する。

● 各種リスク管理等に関する全社的な諸問題については、リスク管理委員会等の経営政策委員会にて総合的に審議・調
整を行う。

● 「事業継続管理の基本方針」において、当社グループの緊急事態発生時等における対応および事業継続管理を行うに
当たっての基本的な方針を定め、緊急事態発生のリスクを認識し、緊急事態発生時等において迅速なリスク軽減措置
の対策を講じるべく、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続管理の枠組みおよび緊急事態への対応態勢を整備し、
組織内に周知することに努める。

● 「内部監査の基本方針」において、当社グループの内部監査業務を行うにあたっての基本的な方針を定め、取締役会
による監督の下、組織上の独立性を確保したうえで、ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロールに係る
各プロセスの有効性・適切性を客観的・総合的に評価し、課題解決のための改善提言・是正勧告等までを実施する一
連の活動に関する管理を行う。

● 当社は、主要グループ会社のリスク・事業継続管理、内部監査業務の実施状況を一元的に把握・管理し、主要グルー
プ会社以外の子会社等については、原則として主要グループ会社を通じて管理する。

（３）当社の執行役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

● 当社は、指名委員会等設置会社として、業務執行の決定を執行役に対し最大限委任することにより、迅速かつ機動的
な意思決定を可能とし、スピード感のある企業経営を実現する他、顧客セグメント別の経営体制であるカンパニー制
によりエンティティ横断的な戦略策定等を当社が経営管理統括として担う。

● 当社グループ全体のリスクキャパシティの範囲内でリスクアペタイトを設定するとともに、カンパニーおよびユニッ
トにリスクアペタイト指標を展開する等のリスクアペタイト・フレームワークの運営を行う。

● 取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権限等を定めるとともに、
経営会議や経営政策委員会等を設置し、当社全体として執行役の職務執行の効率性を確保する。
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● 当社は「グループ経営管理規程」に基づき、経営方針・経営戦略の策定に関する事項等について、基本方針等を策定
し、これを主要グループ会社に提示する。

（４）当社の執行役および使用人、ならびに当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適
合することを確保するための体制

● 『〈みずほ〉の企業理念』を実践していくうえで遵守すべき規範として「みずほの企業行動規範」を定め、経営および
業務上の各種決定を行う際、常に拠り所とする。

● 「コンプライアンスの基本方針」において、コンプライアンスの徹底を経営の基盤とし、当社グループにおいてコン
プライアンスを徹底するに当たっての基本的な事項を定めるとともにコントロール・削減等の適切な対応を行う。ま
た、コンプライアンス・ホットラインおよび会計・監査ホットラインを設置する（以下、総称してホットラインとい
う）（※）。

● 反社会的勢力との関係遮断、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融の防止については、コンプライ
アンスの一環として取り組み、グループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力する。

● 利益相反については、お客さまの保護および利便の向上の観点から、お客さまとの取引に係る利益相反の状況に応じ
た対応をするために必要となる管理を行う。

● お客さま本位の業務運営管理については、お客さまの利益に真に適う商品やサービスを提供することが「お客さまの
最善の利益」の実現および〈みずほ〉の中長期的な成長につながるという認識のもと、お客さまの視点から当社グル
ープの業務の検証・改善を継続的に行い、グループ統一的にお客さま本位の業務運営管理に取り組む（※）。

● 「情報開示統制の基本方針」において、当社グループの情報開示統制を行うにあたっての基本的な方針を定め、財務
報告に係る内部統制を含め、公平かつ適時・適切な情報開示の実施に向けた情報開示統制の構築・運用を実施する。

● コンプライアンス統括、お客さま本位の業務運営管理についてはコンプライアンス委員会、情報開示統制については
ディスクロージャー委員会等、各々に係る全社的な諸問題については、各経営政策委員会において総合的に審議・調
整を行う。

● 当社は基本方針等に基づき、主要グループ会社のコンプライアンスの遵守状況、お客さま本位の業務運営状況、情報
開示統制の構築・運用状況等を一元的に把握・管理し、主要グループ会社以外の子会社等については、原則として主
要グループ会社を通じて管理する。

● 本項目における内部監査の体制については、（２）と同様。

（※は2026年4月1日改定後の体制を記載）

（５）当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、ならびに当社子会社の取
締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

● 取締役会、指名委員会、報酬委員会および監査委員会は、必要に応じ、当社の役職員（中核３社の役職員、取締役会
および監査委員会においては当社子会社等の役職員を含む）を取締役会・委員会に出席させ、その報告または意見を
求めることができる。当社の役職員（中核３社の役職員、取締役会および監査委員会においては当社子会社等の役職
員を含む）は、要求があったときは、取締役会・委員会に出席し、取締役会・委員会が求めた事項について説明をし
なければならない。

● グループ各社において、「みずほの企業行動規範」を採択する。
● 持株会社である当社が当社グループの経営において主体的な役割を果たし、経営管理業務の一環として当社グループ

の戦略・方針の企画機能および当社グループ各社に対するコントロール機能を担うべく、当社が「グループ経営管理
規程」に定める主要グループ会社に対する直接経営管理を行う。また、主要グループ会社以外の子会社等については、
当社が定めた「子会社等の経営管理に関する基準」に従い、主要グループ会社が経営管理を行う。

● 当社は「グループ経営管理規程」に基づき、グループ全体に関する重要な事項について、主要グループ会社から承認
申請を受けるとともに、これらに準じる事項について、報告を受ける。また、リスク管理・コンプライアンス管理・
内部監査については基本方針等に則り、必要な事項につき定期的または都度報告を受け、基本方針等との調整が必要
な事項および当社が指示した場合においては、承認申請等の手続をとらせる。
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2 監査委員会の職務執行関連
（１）監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、ならびに当該使用人の執行役からの独立性および当該使

用人に対する指示の実効性に関する事項

● 監査委員会の職務の補助に関する事項および監査委員会事務局に関する事項を所管する監査委員会室を設置し、監査
委員の指示に従う監査委員会室長がその業務を統括する。

● 監査委員会室の予算の策定、同室の組織変更および同室に所属する使用人にかかる人事については、監査委員会また
はあらかじめ監査委員会が指名した監査委員の事前の同意を得る。

● 監査委員会は、監査の実効性確保の観点から、補助使用人等の体制の十分性および補助使用人等の執行役その他業務
執行者からの独立性の確保に留意する。

（２）当社の取締役（監査委員である取締役を除く）、執行役および使用人、ならびに当社子会社の取締役、監査役そ
の他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告するため
の体制

● 監査委員会は、必要に応じ、当社または子会社等の役職員を監査委員会に出席させ、その報告または意見を求めるこ
とができる。当社または子会社等の役職員は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会
が求めた事項について説明をしなければならない。

● 監査委員会は、内部監査グループ、コンプライアンス統括グループ、リスク管理グループ、企画グループ、財務・主
計グループ等との緊密な関係を保ち、内部統制システムに関する事項について報告を受け、必要に応じて調査を求め
る。

● 監査委員会は、経営会議、経営政策委員会等に監査委員を出席させる等して、会社の重要な意思決定の過程および業
務の執行状況を把握するとともに、必要に応じて、当該会議において、意見を表明することができる。

● 監査委員会および監査委員は、執行役および使用人から、子会社等の管理の状況について報告または説明を受け、関
係資料を閲覧する。また、監査委員会および監査委員は、取締役および執行役の職務の執行状況を監査するために必
要があるときは、子会社等に対して事業の報告を求め、またはその業務および財産の状況を調査する。

（３）監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制

● 当社は、監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととする。
● 役員および社員等が法律違反や服務規律違反などコンプライアンスに係る問題を発見した場合に通報することができ

るホットラインを設置する。ホットラインは、報告または通報に対して、秘密保持を徹底し、通報者の個人情報を、
同意なく第三者に開示しないこと、また、事実調査に際しては、通報者が特定されないように配慮すること、通報者
に対し、通報したことを理由として、人事その他あらゆる面での不利益取扱いを行わないこと等を方針として対応す
る。当該方針については、ホットラインを通じて監査委員会へ報告された場合にも、同様に適用している。

（４）監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関するものに限る）について生ずる費用の前払または償還
の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

● 監査委員会または監査委員会が選定する委員は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の専門家を活用し、その
費用を支出する権限を有し、職務の執行のために必要と認める費用を当社に請求する。また、当社はその費用を負担
する。

（５）その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

● 監査委員会は、社内取締役である非執行取締役から原則として１名または２名を常勤の監査委員として選定する。
● 監査委員会は、内部監査の基本方針、内部監査基本計画、内部監査グループにおける予算、グループCAEの委嘱およ

び報酬、内部監査グループにおける部長人事等の同意および内部監査に関する重要な事項の決議を行う。
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● 監査委員会は、当社および当社子会社における内部統制システムの構築・運用を前提として、内部統制部門等との実
効的な連携等を通じて、その職務を遂行するとともに、グループCAEから内部監査に関する重要な事項について直接
報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的な指示を行う。

● 監査委員会は、必要に応じ、会計監査人および外部専門家等を監査委員会に出席させ、その報告または意見を求める
ことができる。会計監査人は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項に
ついて説明をしなければならない。

● 監査委員会および監査委員は、効率的な監査を実施するため、会計監査人と緊密な連携を保つとともに、必要に応じ
て、子会社等の監査委員・監査等委員・監査役と緊密な連携を保つ。
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「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」の運用状況の概要

1 リスク管理体制
● 当社が子会社等にリスクキャピタルを配賦し、各社のリスク上限としてリスク制御を行うことで経営の健全性を確保

しております。また、リスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、取締役会等に報告しております。
● リスク管理委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を実施し、定期的および必要に応じて都度、取締

役会等に報告しております。
● 事業継続管理について、「危機管理担当」および統括の専門組織として企画グループ内に危機管理室を設置しておりま

す。そのうえで、グループの事業継続管理態勢を統一的に維持・向上させるべく、社会環境・リスク変化等を踏まえ、
年度毎にグループの整備方針・整備計画を策定し、経営会議において、整備計画の進捗を定期的にフォローアップす
るとともに、取締役会等に報告しております。また、経営陣も含めた実戦型のグループ共同訓練・研修等の強化を継
続的に実施し、これらを通じてグループ全体の事業継続管理態勢の実効性向上に取り組んでおります。

● また、金融という重要な社会インフラの担い手として、重要度が益々増加するサイバーセキュリティのリスク管理に
関し、「情報セキュリティ担当」を設置し、専門組織が企画立案・管理を行っております。

●「カンパニー制」導入とあわせて、３つの防衛線における１線の自律的統制機能を強化し、各カンパニー、ユニット等
が自ら業務遂行に伴うリスク管理・コンプライアンスを業務と一体的に取り扱う体制を構築し、運用しております。

● 当社は主要グループ会社より、リスク・事業継続管理の状況等につき報告を受け、取締役会、監査委員会等に報告す
ることで、主要グループ会社のリスク・事業継続管理の状況の一元的な把握・管理を実践しております。また、主要
グループ会社以外の子会社等については、主要グループ会社を通じた管理を行っております。

2 法令等遵守体制
● コンプライアンスを徹底するための実践計画として、毎年、コンプライアンスに係る様々な態勢整備、研修、チェッ

ク等を含めたコンプライアンス・プログラムを策定、実践するとともに、進捗管理および必要な計画変更を行ってお
ります。

● アンチマネー・ローンダリングやテロ資金供与対策については、外部の知見も取り入れつつ、業務を安定的に運営す
るとともに、国内外の法令諸規制・社内ルールに対する役職員の知識・意識を向上させることで、犯罪収益の移転・
隠匿等の検知・未然防止に努めております。

● 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、外部の知見も取り入れつつ、マニュアルの整備や研
修、専門機関との連携等を通じて、一切の関係遮断に向けた組織としての対処を行っております。

● 利益相反管理については、お客さまの利益を不当に害することのないよう、お客さまとの取引における利益相反状況
の確認、状況に応じた適切な対応を行っております。

● コンプライアンス・プログラムを含むコンプライアンス統括に関する事項、お客さま本位の業務運営管理に関する事
項等についてはコンプライアンス委員会、情報開示統制に関する事項についてはディスクロージャー委員会にて各々
審議・調整を実施し、定期的および必要に応じて都度、取締役会等に報告しております。

● 当社は主要グループ会社より、コンプライアンス管理の状況、お客さま本位の業務運営状況、情報開示統制の構築・
運用状況等につき報告を受け、取締役会、監査委員会等に報告することで、主要グループ会社のコンプライアンスの
遵守状況の一元的な把握・管理を実践しております。また、主要グループ会社以外の子会社等については、主要グル
ープ会社を通じた管理を行っております。

3 内部監査体制
● 取締役会による監督の下、内部監査態勢の整備に努める他、組織上の独立性を確保したうえで、内部監査を実施し、

被監査部門へ改善提言・是正勧告を行っております。また、内部監査結果を含む内部監査業務の管理等の状況につい
て、取締役会・監査委員会等に報告しております。

● 当社は、主要グループ会社が実施する内部監査の体制・手法・深度等の適切性を精査し、内部管理体制の有効性を検
証のうえ、助言・指導・是正勧告を行っております。
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4 執行役の職務執行
● 経営会議・各種委員会の議事録、関連資料、稟議書・報告書等、重要な文書に関し、定めに従い保存・管理を実施し

ております。また、研修、チェックを含めた情報管理に関する具体的実践計画を策定、フォローするとともに情報管
理の状況等を取締役会等に報告しております。

● 当社はコーポレート・ガバナンスおよび経営に対する監督の実効性確保、ならびに取締役会が業務執行の決定を最大
限委任することにより迅速かつ機動的な意思決定を可能とし、スピード感ある企業経営を実現するため、指名委員会
等設置会社を選択しております。

● 銀行・信託・証券・アセットマネジメント・シンクタンク等の機能をスピーディに提供するための顧客セグメント別
の経営体制であるカンパニー制を導入しております。

● 事業戦略、財務戦略およびリスク管理の一体運営を通じたリスク・リターンの最適化を行うべく、リスクアペタイ
ト・フレームワークを導入し、事業戦略や財務戦略を実現するために進んで受け入れるリスクとして〈みずほ〉のリ
スクアペタイトを明確にしたうえで、戦略・施策や資源配分・収益計画を決定し、その運営状況をモニタリングして
おります。

● 取締役会の決議事項や報告事項、組織の分掌業務、決裁権限等を定めるとともに、経営会議、経営政策委員会を設置
し、当社全体としての執行役の職務執行の効率性を確保しております。

5 グループ経営管理体制
● グループ各社は、グループ共通の『〈みずほ〉の企業理念』の下、主要グループ会社は当社が直接経営管理を実施し、

主要グループ会社以外の子会社等は、主要グループ会社を通じ経営管理を行うことでグループ経営管理の一体性を確
保しております。

● 当社は「グループ経営管理規程」に基づき、グループ全体に関する重要な事項について、主要グループ会社から承認
申請を受けるとともに、これに準じる事項について報告を受けております。

● 主要グループ会社からリスク管理、コンプライアンス管理、内部監査について定期的または必要に応じて都度報告を
受け、取締役会等に報告するとともに、主要グループ会社に対してリスク管理、コンプライアンス管理、内部監査に
関する適切な指示を行っております。

● 当社グループにおける強固なグループガバナンス体制が構築できる制度として、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みず
ほ証券、アセットマネジメントOneは監査等委員会設置会社としております。

6 監査委員会の職務執行
● 監査委員会は、社内非執行取締役１名および社外取締役３名で構成し、社内非執行取締役１名を常勤の監査委員とし

て選定しております。常勤の監査委員は、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社を含めた役職員からの報告
聴取等を通じて監査委員会の活動の実効性確保に努めております。

● 監査委員会は、グループ会社に対する経営管理を含めた職務の執行状況等について執行役等から定期的に報告を受け、
主として内部統制の観点から意見交換等を実施し、有効性について確認しております。

● このうち、内部監査についてはグループCAEを監査委員会に出席させ、定期的にグループ会社を含めた内部監査の状
況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。また、内部監査の
基本方針の制定および改廃、内部監査基本計画および内部監査グループの予算、グループCAEの委嘱および報酬、内
部監査グループにおける部長の人事について、監査委員会の同意事項とし、内部監査に関する重要な事項等を決議事
項としております。

● さらに、子会社等の監査等委員・監査役との緊密な連携を図るため、定期的および必要に応じて都度、意見交換等を
実施しております。

● 会計監査人についても定期的に監査委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等につき報告を受け、リ
スク認識等について議論を行っております。

● 社員等がコンプライアンスに係る問題を発見しコンプライアンス・ホットラインに通報した場合および監査委員会に
報告した場合、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを社内研修やイントラネットへの掲載
により周知しております。
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● 監査委員会の職務を補助する専担部署として監査委員会室を設置し、執行役の指揮命令に服さない使用人を配置して
おります。また、同室に所属する使用人の執行役からの独立性を確保するため、同室の使用人に係る人事および同室
の予算等については監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名した監査委員による事前同意を行っております。

8 特定完全子会社に関する事項

1 特定完全子会社の名称及び住所

株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町一丁目５番５号

2 当社及び完全子会社等における特定完全子会社の株式の当事業年度の末日における
帳簿価額の合計額

4,993,583百万円

3 当社の当事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額

18,406,168百万円

9 その他

会社法第459条第１項の規定による定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
（剰余金の配当等の決定に関する方針）

当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第１項各号に定める事項について
は、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に規定しております。

当社は「自己資本充実、成長投資、株主還元強化の最適なバランスを実現」するとの資本政策の基本方針に基づき、
株主還元については「累進的な一株あたりの増配に加え、機動的な自己株式取得を実施する」こととしております。な
お、配当は、安定的な収益基盤の着実な成長に基づき、毎期５円を目安に増配を実施し、自己株式取得は、業績と資本
の状況、株価水準、成長投資機会等を勘案しつつ、総還元性向50%以上を目安に決定してまいります。
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【連結注記表】
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
１．子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。
２．連結の範囲に関する事項
（1）連結される子会社及び子法人等 263社

主要な会社名
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
みずほ証券株式会社

なお、UPSIDERホールディングス他59社は株式取得等により、当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま
す。
また、株式会社J.Score他31社は清算等により、子会社及び子法人等に該当しないことになったことから、当連結
会計年度より連結の範囲から除外しております。

（2）非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

３．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。
（2）持分法適用の関連法人等 25社

主要な会社名
株式会社日本カストディ銀行
株式会社オリエントコーポレーション
みずほリース株式会社

なお、株式会社ネストブルーは新規設立のため、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含めております。
また、UPSIDER Capital他２社は子会社化等により、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外しておりま
す。

（3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

（4）持分法非適用の関連法人等
Pec International Leasing Co., Ltd.

持分法非適用の関連法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括
利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法適用の範囲から除外しても連結計算書類に重要な影響を与え
ないため、持分法適用の範囲から除外しております。

４．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
（1）連結される子会社及び子法人等の決算日は次の通りであります。

４月末日 ３社
７月末日 ２社
12月末日 36社
１月末日 １社
３月末日 221社
当連結会計年度より、Mizuho Bank Europe N.V.は決算日を12月31日から３月31日に変更しております。な
お、当連結会計年度における会計期間は2025年１月１日から2026年３月31日までの15ヵ月となっております。

（2）４月末日を決算日とする子会社及び子法人等については、１月末日現在で、７月末日を決算日とする子会社及び
子法人等については、連結決算日で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。またその他子会
社及び子法人等については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
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５．のれんの償却に関する事項
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。
なお、金額に重要性が乏しいのれんについては発生年度に全額償却しております。

６．会計方針に関する事項
（1）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利
益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対
照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上

「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワッ
プ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行って
おります。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権
等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会
計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、派生商品については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した
後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しており
ます。

（2）有価証券の評価基準及び評価方法
（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の関

連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移
動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っておりま
す。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資
産直入法により処理しております。

（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（イ）と同じ方法により行っております。
（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク及び特定の信用リスクに関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は
負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。

（4）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、建物については主として定額法、その他については主として定率法を採用しております。ま
た、主な耐用年数は次の通りであります。

建 物 ３年〜50年
その他 ２年〜20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、各社で定める
利用可能期間（主として５年〜10年）に基づいて償却しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、原
則として自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。

（5）繰延資産の処理方法
社債発行費は、発生時に全額費用として処理しております。

（6）貸倒引当金の計上基準
主要な国内の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準にのっとり、
次の通り計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に係る債権及びそれと
同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されてい
る直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
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しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸
念先」という）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回
収及び利息の受け取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッ
シュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とす
る方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシ
ュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に算定した予想損失額を計
上しております。
上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上して
おり、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の
一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。特
定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計
上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産
監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
334,727百万円であります。
その他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必
要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞ
れ計上しております。

（7）賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年
度に帰属する額を計上しております。

（8）変動報酬引当金の計上基準
変動報酬引当金は、当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社の役員及び執行
役員等に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給及び株式報酬の支払いに備えるため、当連結会計年度
の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額を計上しております。

（9）役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく支給見
込額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

（10）貸出金売却損失引当金の計上基準
貸出金売却損失引当金は、売却予定貸出金について将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額
を計上しております。

（11）偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を
見積り必要と認められる額を計上しております。

（12）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払
戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

（13）債券払戻損失引当金の計上基準
債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の払
戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

（14）特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に
関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内
閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
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（15）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付
算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の通りであります。

過去勤務費用：主としてその発生連結会計年度に一時損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（16）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場に
よる円換算額を付す持分法非適用の関連法人等株式を除き、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付
しております。
上記以外の連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場によ
り換算しております。

（17）重要な収益の計上基準
役務取引等収益のうち証券関連業務手数料には、主に売買委託手数料及び事務代行手数料が含まれております。
売買委託手数料には、株式、債券及び投資信託の販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で認識され
ます。事務代行手数料には、投資信託の記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれており、関連するサービス
が提供されている期間にわたり認識されます。
役務取引等収益のうち預金・貸出業務手数料には、預金関連業務手数料及び貸出関連業務手数料が含まれており
ます。預金関連業務手数料は収益認識会計基準の対象ですが、コミットメント手数料やアレンジメント手数料な
どの貸出関連業務手数料の大部分は収益認識会計基準の対象外です。預金関連業務手数料には、口座振替に係る
手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供された時点で認識されます。
役務取引等収益のうち受入為替手数料には、国内外の送金の手数料が含まれており、関連するサービスが提供さ
れた時点で認識されます。
役務取引等収益のうち信託関連業務には、主に不動産媒介の手数料や不動産の相談手数料、証券代行関連手数料
が含まれております。不動産媒介の手数料は、不動産等の媒介に係るサービスの対価として受領する手数料であ
り、原則として対象不動産又は信託受益権の売買契約締結時に認識されます。不動産の相談手数料は、不動産の
コンサルティング等に係るサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、
又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。証券代行関連手数料は、証券代行業務及び
付随するサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサー
ビスが提供されている期間にわたり認識されます。
役務取引等収益のうち代理業務手数料には、主に日本の宝くじ事業など代理店事業に係る事務手数料及び株式等
の常任代理業務手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供され
ている期間にわたり認識されます。
役務取引等収益のうちその他の役務収益には、生命保険の販売手数料、電子バンキングのサービス手数料、ファ
イナンシャル・アドバイザリー手数料、ソフトウェア開発等に係る売上等が含まれております。生命保険の販売
手数料は、保険商品の販売の対価として収受し、主に顧客との取引日の時点で認識されます。電子バンキングの
サービス手数料は、主に月額基本使用料であり、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
ファイナンシャル・アドバイザリー手数料は、市場調査や事業戦略立案のサポート等の対価として収受し、関連
するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。ソフトウェア開発等に係る売上は、主に関連するサ
ービスが提供されている期間にわたり認識されます。
信託報酬には、主に委託者から信託された財産の管理、運用等のサービス提供の対価として受領する手数料が含
まれており、信託設定時点や契約書で定められた業務の完了時点、又は関連するサービスが提供されている期間
にわたり認識されます。
上記以外の経常収益には、収益認識会計基準の対象となる取引が一部含まれており、株式や債券の引受手数料、
クレジットカード手数料及びアセットマネジメント関連手数料等が該当します。引受手数料は原則として取引条
件が確定した時点で認識されます。クレジットカード手数料は、決済が行われた時点で認識されます。アセット
マネジメント関連手数料は投資信託の運用報酬と投資顧問料で構成されており、関連するサービスが提供されて
いる期間にわたり認識されます。
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（18）重要なヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘ
ッジあるいは金利スワップの特例処理を適用しております。
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社において、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジにつ
いて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種
別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という）を適用しておりま
す。
ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下の通り行っております。
（ⅰ）相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワ

ップ取引等を一定の期間ごとにグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。
（ⅱ）キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係

を検証し有効性を評価しております。
個別ヘッジについてもヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動
額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社における外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに
対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日。以下「業種別委員会実務指針第25号」
という）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務
等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッ
ジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認するこ
とによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建子会社・子法人等株式及び関連法人等株式ならびに外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変
動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券に
ついて外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び
時価ヘッジを適用しております。

（ハ）連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間（又は内部部門間）の内部取引
については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員
会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取
引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及
び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、当社ならびに連結される子会社及び子法人等の一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジ、
あるいは金利スワップの特例処理を行っております。

（19）グループ通算制度の適用
当社及び一部の国内の連結される子会社は、グループ通算制度を適用しております。
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重要な会計上の見積り
１．貸倒引当金
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

貸倒引当金 637,302百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法
「会計方針に関する事項」「（6）貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
なお、損失発生の可能性が高いと判断された信用リスクの特性が類似するポートフォリオにおいては、予想
損失額の必要な修正を行っております。ポートフォリオの損失発生の可能性については、信用リスク管理の
枠組みも活用し、外部環境の将来見込み等を踏まえて判断しております。具体的には、外部環境の将来見込
み等を踏まえた損失発生のリスクが、期末日現在の与信先の内部格付や倒産実績等を基礎とした過去の損失
率に反映しきれておらず、合理的な見積額が継続的に算定可能であり、かつ連結計算書類に与える影響が大
きい特定のポートフォリオ等に対して、貸倒引当金を追加計上しております。当該金額は、162,156百万円
であります。

② 主要な仮定
主要な仮定は、「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」及び

「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」であります。
「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」は、与信先の業績、
債務履行状況、業種特性や事業計画の内容及び進捗状況等に加え、事業環境の将来見通し等も踏まえた収益
獲得能力等に基づき設定しております。
「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」は、マクロ経済シナリオや各種リスク発現
の蓋然性を考慮の上設定しております。当連結会計年度においては、日米の金融政策等の動向、中東等国際
情勢及びその波及影響を踏まえたシナリオを用い、将来発生すると見込まれるポートフォリオへの影響を見
積り、総合的な判断を踏まえて必要と認められる予想損失額を貸倒引当金として計上しております。なお、
当該シナリオにはＧＤＰ成長率の予測、エネルギー価格、金利や為替などの金融指標、人件費上昇率、中東
情勢の悪化に伴う原材料供給制約影響等を考慮した業種ごとの事業環境見通し及び自動車関連サプライチェ
ーンへの連鎖も踏まえた業績悪化懸念等を含んでおります。

③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
国内外の景気動向、特定の業界における経営環境の変化等によっては、想定を超える新たな不良債権の発生、
特定の業界の与信先の信用状態の悪化、担保・保証の価値下落等が生じ、与信関係費用の増加による追加的
損失が発生する可能性があります。

２．金融商品の時価評価
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

「（金融商品関係）」「２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項」「（1）時価で連結貸
借対照表に計上している金融商品」に記載しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法

「（金融商品関係）」「２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注１）時価の算定
に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明」に記載しております。

② 主要な仮定
主要な仮定は、時価評価モデルに用いるインプットであり、金利、為替レート、有価証券の時価等の市場で
直接又は間接的に観察可能なインプットのほか、期限前償還率、倒産確率、回収率、割引率、相関係数、ボ
ラティリティ等の重要な見積りを含む市場で観察できないインプットを使用する場合もあります。

③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
市場環境の変化等により主要な仮定であるインプットが変化することにより、金融商品の時価が増減する可
能性があります。
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３．退職給付に係る資産及び負債
（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

退職給付に係る資産 776,413百万円
退職給付に係る負債 72,664百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法

当社及び一部の連結される子会社及び子法人等は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度や退職一時
金制度を設けております。退職給付に係る資産及び負債は、死亡率、退職率、割引率、年金資産の長期期待
運用収益率、予定昇給率など、いくつかの年金数理上の仮定に基づいて計算されております。

② 主要な仮定
主要な仮定は、「年金数理上の仮定」であります。死亡率、退職率、割引率、年金資産の長期期待運用収益
率、予定昇給率など、いくつかの年金数理上の仮定に基づいて退職給付に係る資産及び負債の金額を計算し
ております。

③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
実際の結果との差異や主要な仮定の変更が、翌連結会計年度の連結計算書類において退職給付に係る資産及
び負債の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

表示方法の変更
（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「法人税、住民税及び事業税」に含めていた「法人税等還付税額」は、重要性が増したこと
により、当連結会計年度より独立掲記しております。

追加情報
（役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度）

当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創
造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員及び
執行役員等(以下「役員等」という)が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対す
る対価として機能することを目的に、信託を活用した株式報酬制度（以下「本制度」という）を導入しております。

（1）取引の概要
本制度は、役員株式給付信託（ＢＢＴ）と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する金銭を原資として、
当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、あらかじめ定める株式給付規程に基づき当社、株式会社みずほ
銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の役員等に給付されるものであり、職責等に応じて株式
等を給付する制度（以下「株式報酬Ⅰ」という）及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度

（以下「株式報酬Ⅱ」という）ならびに職責等及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度（以
下「株式給付」という）からなります。
「株式報酬Ⅰ」では、職責等に基づき算定された株式を原則として退任時に給付し、会社や本人の業績等次第で
減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式報酬Ⅱ」では、当社グループが中長期的な企業価値向上に向けて重視する財務関連指標の達成度・ステー
クホルダーに関する指標の評価等に応じて決定された株式を３年間にわたる繰延給付を行うとともに、会社や本
人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式給付」では、職責等及び当社グループの全社業績等に応じて決定された株式の一括給付を行うとともに、
会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
本制度に基づく当社株式の給付については、株式給付規程に基づき、一定割合について、株式の給付に代えて、
当社株式の時価相当の金銭の給付を行います。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとしております。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株式とし
て計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は5,527百万円、株式数は2,166千株でありま
す。
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（3）本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社及び一部の連結される子会社の役員等のうち、株式給付規程に定める給付要件を満たす者としております。

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）
当社及び一部の国内の連結される子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の
会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会
計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理ならびに開示を行っております。
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注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額（連結される子会社及び子法人等の株式及び出資金を除く)

660,027百万円
２．無担保及び有担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が「有価証券」中の国債及び株

式に合計77,296百万円含まれております。
無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券及び現先取引ならびに現金担保付債券貸借
取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有
価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は30,435,244百万円、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有
しているものは11,005,438百万円であります。

３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の通りであります。なお、債権は、連
結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払いの全部又は一部について保証しているも
のであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外
国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金ならびに支払承諾見返の各勘定に計上されるものならびに注記され
ている有価証券の貸付を行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）でありま
す。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 35,220百万円
危険債権額 474,937百万円
要管理債権額 409,922百万円

三月以上延滞債権額 3,919百万円
貸出条件緩和債権額 406,003百万円

小計額 920,080百万円
正常債権額 113,879,307百万円
合計額 114,799,388百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受け取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しな
いものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債
権及びこれらに準ずる債権ならびに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、
危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債
権、危険債権、三月以上延滞債権ならびに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

４．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業
手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額
面金額は、1,470,986百万円であります。
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５．担保に供している資産は次の通りであります。
担保に供している資産

特定取引資産 6,616,860百万円
有価証券 9,544,866百万円
貸出金 6,831,629百万円

担保資産に対応する債務
預金 794,063百万円
売現先勘定 13,762,914百万円
債券貸借取引受入担保金 1,129,524百万円
借用金 3,735,551百万円
コールマネー及び売渡手形 150,000百万円

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、「現金預け金」
79,779百万円、「特定取引資産」833,818百万円、「有価証券」6,519,275百万円及び「貸出金」6,577百万円を差し
入れております。
国債の銘柄後決め方式GCレポ取引の担保として、「特定取引資産」1,788,490百万円及び「有価証券」105,800百
万円を差し入れております。
また、「その他資産」には、先物取引差入証拠金301,225百万円、保証金76,708百万円、金融商品等差入担保金等
2,200,597百万円が含まれております。

６．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、133,259,938百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は
任意の時期に無条件で取消可能なものが87,399,476百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将
来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の
保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることがで
きる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保の提供を受け
るほか、契約後も定期的にあらかじめ定めている内部手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見
直し、与信保全上の措置等を講じております。

７．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、国内銀行連結子会社の事業用の土地の
再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債
の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 1998年３月31日
同法律第３条第３項に
定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２
条第４号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算
出したほか、第５号に定める鑑定評価に基づいて算出。

８．有形固定資産の減価償却累計額 761,041百万円
９．有形固定資産の圧縮記帳額 26,489百万円
10．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金169,000百万円が含

まれております。
11．社債には、劣後特約付社債3,657,930百万円が含まれております。
12．国内信託銀行連結子会社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託449,097百万円であります。
13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は

557,927百万円であります。

（連結損益計算書関係）
１．「その他の経常収益」には、株式等売却益430,077百万円を含んでおります。
２．「営業経費」には、人件費1,003,319百万円および減価償却費231,791百万円を含んでおります。
３．「その他の経常費用」には、株式等売却損95,115百万円を含んでおります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数 摘 要

発 行 済 株 式

普 通 株 式 2,513,757 − 23,909 2,489,848 注１

合 計 2,513,757 − 23,909 2,489,848

自 己 株 式

普 通 株 式 4,233 71,911 24,819 51,325 注２

合 計 4,233 71,911 24,819 51,325

注１．減少は自己株式の消却（23,909千株）によるものであります。
注２．増加は自己株式の取得（70,925千株）、BBT信託口による当社株式の取得（612千株）及び単元未満株式の

買取等（373千株）によるものであり、減少は自己株式の消却（23,909千株）、BBT信託口からの当社株式
の給付及び売却（823千株）ならびに単元未満株式の買増請求に応じたこと等（86千株）によるものであり
ます。
また、当連結会計年度末株式数には、BBT信託口が保有する当社株式（2,166千株）を含んでおります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区 分 新 株 予 約 権
の 内 訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 数 （株） 当連結会計

年度末残高
（百万円）

摘 要当 連 結
会 計
年度期首

当 連 結 会 計 年 度 当 連 結
会 計
年 度 末増 加 減 少

当 社

新株予約権（自
己新株予約権） − −

（−）
−

（−）
−

（−）
−

（−）
−

（−）
ストック・オプ
ションとして
の新株予約権

− ５

連結子会社・
子法人等
（自己新株
予約権）

− 1,203
（−）

合 計 − 1,208
（−）

３．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2025年５月15日
取 締 役 会 普 通 株 式 188,463百万円 75円00銭 2025年

３月31日
2025年
６月６日

2025年11月14日
取 締 役 会 普 通 株 式 180,447百万円 72円50銭 2025年

９月30日
2025年

12月５日
合 計 368,910百万円

注１．2025年５月15日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金178
百万円を含んでおります。

２．2025年11月14日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金
157百万円を含んでおります。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

（決議） 株 式 の
種 類 配 当 金 の 総 額 配当の

原 資
１株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2026年５月15日
取締役会（予定） 普通株式 177,037百万円 利 益

剰余金 72円50銭 2026年
３月31日

2026年
６月８日
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注．2026年５月15日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金157百
万円を含んでおります。
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

銀行業を中心とする当社グループは、資金調達サイドにおいて取引先からの預金や市場調達等の金融負債を有す
る一方、資金運用サイドにおいては取引先に対する貸出金や株式及び債券等の金融資産を有しており、一部の金
融商品についてはトレーディング業務を行っております。また、一部の連結される子会社及び子法人等では証券
関連業務やその他の金融関連業務を行っております。
これらの業務に関しては、金融商品ごとのリスクに応じた適切な管理を行いつつ、長短バランスやリスク諸要因
に留意した取り組みを行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する主な金融資産は、取引先に対する貸出金や、国債、株式などの有価証券です。これらの
金融資産は、貸出先や発行体の将来に亘る債務不履行等またはその可能性により、金融資産の価値が減少又は消
失し損失を被るリスク（信用リスク）、金利・株価・為替等の変動により資産価値が減少し損失を被るリスク（市
場リスク）及び、市場の混乱等で市場において取引ができなくなる、又は通常より著しく不利な価格での取引を
余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）に晒されております。
また、金融負債として、主に預金により安定的な資金を調達しているほか、金融市場からの資金調達を行ってお
ります。これらの資金調達手段は、市場の混乱や当社グループの財務内容の悪化等により、必要な資金が確保で
きなくなり資金繰りがつかなくなる場合や、通常より著しく高い金利で資金調達を余儀なくされることにより損
失を被るリスク（流動性リスク）があります。
このほか、当社グループが保有する金融資産・負債に係る金利リスクコントロール（ＡＬＭ）として、金利リス
クを共通する単位ごとにグルーピングした上で管理する「包括ヘッジ」を実施しており、これらのヘッジ（キャ
ッシュ・フロー・ヘッジ又はフェア・バリュー・ヘッジの）手段として金利スワップ取引などのデリバティブ取
引を使用しております。
ＡＬＭ目的として保有するデリバティブ取引の大宗はヘッジ会計を適用し、繰延ヘッジによる会計処理を行って
おります。また、当該取引に関するヘッジの有効性評価は、回帰分析等によりヘッジ対象の金利リスク又は、キ
ャッシュ・フローの変動がヘッジ手段により、高い程度で相殺されることを定期的に検証することによって行っ
ております。なお、デリバティブ取引は、トレーディング目的としても保有しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① リスク管理への取り組み

当社グループでは、グループ全体及びグループ会社各社の経営の健全性・安全性を確保しつつ企業価値を高め
ていくために、業務やリスクの特性に応じてそのリスクを適切に管理し、コントロールしていくことを経営上
の最重要課題の１つとして認識し、リスク管理態勢の整備に取り組んでおります。
当社では、各種リスクの明確な定義、適切なリスク管理を行うための態勢の整備と人材の育成、リスク管理態
勢の有効性及び適切性の監査の実施等を内容とした、当社グループ全体に共通するリスク管理の基本方針を取
締役会において制定しております。当社グループは、この基本方針にのっとり様々な手法を活用してリスク管
理の高度化を図る等、リスク管理の強化に努めております。

② 総合的なリスク管理
当社グループでは、当社グループが保有する様々な金融資産・負債が晒されているリスクを、リスクの要因別
に「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」、「レピュテーショナルリス
ク」、「モデルリスク」等に分類し、各リスクの特性に応じた管理を行っております。
また、当社グループでは、各リスク単位での管理に加え、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じて定
性・定量それぞれの面から適切な対応を行い、経営として許容できる範囲にリスクを制御していく、総合的な
リスク管理態勢を構築しております。
具体的には、当社が主要グループ会社に対して各々のグループ会社分も含めたリスクキャピタルを配賦し、各
社のリスク上限としてリスク制御を行うとともに、当社グループ全体（連結ベース）として保有するリスクが
当社グループの財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しております。当社及び主要
グループ会社は、この枠組みの基で経営の健全性を確保するためにリスクキャピタルの使用状況を定期的にモ
ニタリングし、各社内の取締役会等に報告をしております。
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③ 信用リスクの管理
当社では、執行役社長が信用リスク管理に関する基本的な事項を決定しております。また、信用リスク管理に
関する経営政策委員会として「リスク管理委員会」を設置し、信用リスク管理に係る基本的な方針や当社グル
ープのクレジットポートフォリオ運営に関する事項、信用リスクのモニタリング等について、総合的に審議・
調整等を行っております。グループＣＲＯが所管する与信企画部は、信用リスク管理に関する基本的な事項の
企画立案、推進を行っております。
信用リスクの管理方法としては、当社の事業戦略や財務戦略等に基づいた将来に亘る信用リスクの計測結果が
適正な水準にあることを確認し、「クレジットポートフォリオ管理」レベルから「与信管理」レベルまで、トッ
プダウンかつシームレスな管理を実施しています。具体的には、「クレジットポートフォリオ管理」レベルで
は、信用リスクを保有する前ないしは後に適切な対応をするために、信用リスク顕在化の可能性を統計的な手
法等によって今後１年間に予想される平均的な損失額（＝信用コスト）、一定の信頼区間における最大損失額

（＝信用ＶＡＲ）、及び信用ＶＡＲと信用コストとの差額（＝信用リスク量）を計測し、保有ポートフォリオか
ら発生する損失の可能性を管理しています。「与信管理」レベルでは、信用リスクの顕在化により発生する損失
を制御するために、お客さまの信用状態の調査等をもとに、与信実行から回収までの過程を個別案件ごとに管
理しています。
主要グループ会社では、当社で定めた「信用リスク管理の基本方針」に則った基本方針を制定し、各社の社長
および頭取が信用リスク管理に関する重要な事項を決定しております。また、各社の経営政策委員会において、
各々のクレジットポートフォリオの運営、与信先に対する取引方針について総合的に審議・調整を行っており
ます。
主要グループ会社のリスク管理担当役員は、信用リスク管理の企画運営に関する事項を所管しております。信
用リスク管理担当部署は、与信管理の企画・運営並びに信用リスクの計測・モニタリング等を行っております。
審査担当部署は、各社で定めた権限体系に基づき、取引先の審査、管理、回収等に関する事項につき、方針の
決定や個別案件の決裁を行っております。また、業務部門から独立した内部監査部署において、信用リスク管
理の適切性等を検証しております。

④ 市場リスクの管理
当社では、執行役社長が市場リスク管理に関する基本的事項を決定しております。また、市場リスク管理に関
する経営政策委員会として「リスク管理委員会」を設置し、市場リスク管理に係る基本方針や運営・モニタリ
ングに関する事項、マーケットの急変等緊急時における対応方針策定の提言等、総合的に審議・調整等を行っ
ております。
グループＣＲＯが所管するリスク統括部は、市場リスクのモニタリング・報告と分析・提言、諸リミットの設
定等、市場リスク管理に関する企画立案・推進を行っております。また、当社グループ全体の市場リスク状況
を把握・管理するとともに、取締役会等に対し定期的に報告を行っております。
市場リスクの管理方法としては、配賦リスクキャピタルに対応した諸リミット等を設定し制御しております。
なお、市場リスクの配賦リスクキャピタルの金額は、ＶＡＲとポジションをクローズするまでに発生する追加
的なリスクを対象としております。トレーディング業務及びバンキング業務については、ＶＡＲによる限度及
び損失に対する限度を設定しております。また、バンキング業務等については、必要に応じ、金利感応度等を
用いたポジション枠を設定しております。
主要グループ会社では、当社で定めた「市場リスク管理の基本方針」に則った基本方針を制定し、各社の社長
および頭取が市場リスク管理に関する重要な事項を決定しております。また、当社グループ共通のリスクキャ
ピタル配賦制度の基で、市場リスクに対して、当社から配賦されるリスクキャピタルに応じて諸リミットを設
定し管理しております。市場リスク管理等について総合的に審議・調整を行う経営政策委員会を設置するなど、
主要グループ各社においても当社と同様の管理を行っております。さらに、市場性業務に関しては、フロント
オフィス（市場部門）やバックオフィス（事務管理部門）から独立したミドルオフィス（リスク管理専担部署）
を設置し相互に牽制が働く態勢としております。ミドルオフィスは、ＶＡＲに加えて、取引実態に応じて10Ｂ
ＰＶ（ベーシスポイントバリュー）等のリスク指標の管理、ストレステストの実施、損失限度等により、ＶＡ
Ｒのみでは把握しきれないリスク等もきめ細かく管理しております。
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⑤ 市場リスクの状況
ⅰ．バンキング業務

当社グループのバンキング業務における市場リスク量（ＶＡＲ）の状況は以下の通りとなっております。
バンキング業務のＶＡＲの状況

（単位：億円）
当連結会計年度

（自 2025
至 2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

年 度 末 日 3,001

最 大 値 3,419

最 小 値 2,015

平 均 値 2,748

【バンキング業務の定義】
トレーディング業務及び政策保有株式（政策的に保有していると認識している株式及びその関連取引）以外の
取引で主として以下の取引
（1）預金・貸出等及びそれに係る資金繰りと金利リスクのヘッジのための取引
（2）株式（除く政策保有株式）、債券、投資信託等に対する投資とそれらに係る市場リスクのヘッジ取引

なお、流動性預金についてコア預金を認定し、これを市場リスク計測に反映しております。
【バンキング業務のＶＡＲの計測手法】

ＶＡＲ ：ヒストリカルシミュレーション法
定量基準 ：①信頼区間 片側99％ ②保有期間 １ヵ月 ③観測期間 ３年

ⅱ．トレーディング業務
当社グループのトレーディング業務における市場リスク量（ＶＡＲ）の状況は以下の通りとなっております。
トレーディング業務のＶＡＲの状況

（単位：億円）
当連結会計年度

（自 2025
至 2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

年 度 末 日 43

最 大 値 117

最 小 値 43

平 均 値 68

【トレーディング業務の定義】
（1）短期の転売を意図して保有される取引
（2）現実の又は予想される短期の価格変動から利益を得ることや裁定取引による利益を確定することを意図し

て保有される取引
（3）（1）と（2）の両方の側面を持つ取引
（4）顧客間の取引の取次ぎ業務やマーケット・メイキングを通じて保有する取引

【トレーディング業務のＶＡＲの計測手法】
ＶＡＲ ：ヒストリカルシミュレーション法
定量基準 ：①信頼区間 片側99％ ②保有期間 １日 ③観測期間 ３年

ⅲ．政策保有株式
政策保有株式についても、バンキング業務やトレーディング業務と同様に、ＶＡＲ及びリスク指標などに基
づく市場リスク管理を行っております。当連結会計年度末における政策保有株式のリスク指標（株価指数
TOPIX１％の変化に対する感応度）は274億円です。

ⅳ．ＶＡＲによるリスク管理
ＶＡＲは、市場の動きに対し、一定期間（保有期間）・一定確率（信頼区間）のもとで、保有ポートフォリオ
が被る可能性のある想定最大損失額で、統計的な仮定に基づく市場リスク計測手法です。そのため、ＶＡＲ
の使用においては、一般的に以下の点を留意する必要があります。

・ＶＡＲの値は、保有期間・信頼区間の設定方法、計測手法によって異なること。
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・過去の市場の変動を基に推計したＶＡＲの値は、必ずしも実際の発生する最大損失額を捕捉するもので
はないこと。

・設定した保有期間内で、保有するポートフォリオの売却、あるいはヘッジすることを前提にしているた
め、市場の混乱等で市場において十分な取引ができなくなる状況では、ＶＡＲの値を超える損失額が発
生する可能性があること。

・設定した信頼区間を上回る確率で発生する損失額は捉えられていないこと。
また、当社でＶＡＲの計測手法として使用しているヒストリカルシミュレーション法は、リスクファクター
の変動及びポートフォリオの時価の変動が過去の経験分布に従うことを前提としております。そのため、前
提を超える極端な市場の変動が生じやすい状況では、リスクを過小に評価する可能性があります。
当社では、ＶＡＲによる市場リスク計測の有効性をＶＡＲと損益を比較するバックテストにより定期的に確
認するとともに、ＶＡＲに加えて、リスク指標の管理、ストレステストの実施、損失限度等により、ＶＡＲ
のみでは把握しきれないリスク等もきめ細かく把握し、厳格なリスク管理を行っていると認識しております。

⑥ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社グループの流動性リスク管理態勢は、基本的に前述「④ 市場リスクの管理」の市場リスク管理態勢と同様
です。当社では、これに加え、グループＣＦＯが資金繰り管理の企画運営に関する事項を所管し、財務企画部
が、資金繰り運営状況の把握・調整等を担い、資金繰り管理に関する企画立案・推進を行っております。資金
繰りの状況等については、定期的に取締役会、リスク委員会、経営会議、執行役社長及び経営政策委員会に報
告しております。
流動性リスクの計測は、市場からの資金調達に関する上限額や流動性ストレステストにおける資金余剰額等、
資金繰りに関する指標を用いております。流動性リスクに関するリミット等は、リスク管理委員会での審議・
調整を経て、同委員長が決定しております。さらに、資金繰りの状況に応じた「平常時」・「懸念時」・「危機時」
の区分、及び「懸念時」・「危機時」の対応について定めております。これに加え、当社グループの資金繰りに
影響を与える緊急事態が発生した際に、迅速な対応を行うことができる態勢を構築しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。

２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次の通りであり

ます。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。また、現金
預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替（資産・負債）、コールマネ
ー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金ならびに信託勘定借は主に短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分
類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプ
ットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

区分
連結貸借対照表計上額

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

買入金銭債権 − 54,329 1,164 55,494

特定取引資産

売買目的有価証券

国債 2,745,801 27,497 − 2,773,298

地方債 − 121,294 − 121,294

社債 − 1,400,048 2,013 1,402,061

株式 1,174,754 − − 1,174,754

その他 2,196,702 6,385,786 175,681 8,758,169

金銭の信託 − 554,001 0 554,001

有価証券

その他有価証券

株式 3,010,269 − 11,329 3,021,598

国債 14,204,521 720,398 − 14,924,920

地方債 − 149,701 − 149,701

社債 − 1,617,998 90,733 1,708,732

外国債券 7,239,912 5,606,798 − 12,846,710

その他（＊１） 550,403 2,204,790 17,083 2,772,277

資産計 31,122,363 18,842,646 298,005 50,263,015

特定取引負債

売付商品債券等 3,264,347 712,493 22 3,976,863

社債 − 1,279,896 100 1,279,997

その他負債

売付債券 − 587,343 − 587,343

負債計 3,264,347 2,579,733 123 5,844,203

デリバティブ取引（＊２、３）

金利債券関連 8,531 （267,821） 42,150 （217,140）

通貨関連 − 139,819 5,388 145,208

株式関連 （95,426） 66,071 （125,519） （154,874）

商品関連 8,540 （13,628） （850） （5,938）

クレジット・デリバティブ − 75,654 2,589 78,243

デリバティブ取引計 （78,354） 95 （76,242） （154,500）

（＊１）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-３項及び
第24-９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託については、上記表には含めておりません。第
24-３項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は55,460百万円、第24-９項の取扱いを適用した
投資信託の連結貸借対照表計上額は58,958百万円であります。

（＊２）特定取引資産・負債及び金融派生商品等に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、（ ）で表示しております。

（＊３）デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は(864,363)百万円となりま
す。主に繰延ヘッジを適用しております。
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

区分
時価 連結貸借

対照表計上額 差額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

買入金銭債権 − − 4,107,356 4,107,356 4,107,356 −

金銭の信託 − − 64,442 64,442 64,442 −

有価証券

満期保有目的の債券

国債 393,213 − − 393,213 419,568 △26,355

外国債券 − 4,317,850 − 4,317,850 4,429,877 △112,027

貸出金 99,753,193

貸倒引当金（＊） △525,551

− 181,504 99,806,342 99,987,846 99,227,641 760,204

資産計 393,213 4,499,354 103,978,141 108,870,708 108,248,886 621,822

預金 − 165,742,472 − 165,742,472 165,937,062 △194,589

譲渡性預金 − 11,913,669 − 11,913,669 11,914,568 △899

借用金 − 4,958,787 109,426 5,068,214 5,098,065 △29,851

社債 − 12,919,849 952,325 13,872,175 14,164,983 △292,808

負債計 − 195,534,779 1,061,752 196,596,531 197,114,680 △518,148

（＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、貸出金以外の科目については、
対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額にて計上しております。
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（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資 産
買入金銭債権

買入金銭債権のうち証券化商品については、市場価格に準ずるものとしてモデルに基づき算定された価格（ブ
ローカー又は情報ベンダーから入手する価格等）等によっており、入手した価格に使用されたインプットに基づ
き、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル３、そうでない場合はレベル２の時価に分類し
ております。

これらに該当しない買入金銭債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値を時価としており、重
要なインプットである割引率等が観察不能であることから主にレベル３に分類、又は債権の性質上短期のもの等
であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル３に分類しておりま
す。

特定取引資産
特定取引資産については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類し

ております。主に国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主

に地方債、社債がこれに含まれます。
重要な観察できないインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法によって時

価を算定している場合はレベル３の時価に分類しております。

金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について

は、株式は取引所の価格、債券等は市場価格、ブローカー又は情報ベンダー等から入手する評価等によっており、
構成物のレベルに基づき、レベル２又はレベル３の時価に分類しております。

有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類してお

ります。主に株式、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合
にはレベル２の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。

投資信託は、市場価格又は公表されている基準価額等によっており、活発な市場における無調整の相場価格を
利用できるものはレベル１、そうでないものはレベル２の時価に分類しております。また、市場における取引価
格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの
重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。

私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を、市場利回りに信用リスク等のリスク要
因に基づく一定の割引率を加えた金利で割り引いて時価を算定しており、観察できないインプットによる影響が
重要な場合はレベル３、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。

証券化商品は、ブローカー等から入手する評価又は経営陣の合理的な見積りによるモデルに基づき算定された
価格をもって時価としており、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル３、そうでない場合
はレベル２の時価に分類しております。経営陣の合理的な見積りによるモデルに基づき算定された価格を算定す
るにあたって利用したモデルは、現在価値技法、価格決定変数は倒産確率、回収率、期限前償還率、割引率等で
あります。
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貸出金
貸出金については、主に貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク

等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベ
ル３の時価に分類しております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、主に見積将来キャッシュ・フローの現
在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日にお
ける連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額
を時価としており、レベル３の時価に分類しております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて
は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時
価としており、レベル３の時価に分類しております。

負 債
預金及び譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、
定期預金、譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値
を算定しております。その割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間（６ヵ月以内）のも
のは、時価は帳簿価額と近似していることから、主として当該帳簿価額を時価としております。
これらについては、レベル２の時価に分類しております。

特定取引負債及びその他負債
特定取引負債及びその他負債中の売付債券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるも

のはレベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主

に社債がこれに含まれます。
重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しております。

借用金
借用金の時価は、主に一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借り入れにおいて想定

される利率で割り引いて現在価値を算定しており、観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル
３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。

社債
当社ならびに連結される子会社及び子法人等の発行する社債の時価は、市場価格のある社債は市場価格によっ

ており、市場価格のない社債は元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に適用されると考えられる利率で割
り引いて現在価値を算定しております。市場価格のある社債はレベル２の時価に分類しております。市場価格の
ない社債は、観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２
の時価に分類しております。

一部の在外子会社において発行する社債の時価は公正価値オプションを適用しており、時価評価モデルに基づ
き時価を算定しております。算定にあたり観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場
合はレベル２の時価に分類しており、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類
しております。
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デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分

類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や

満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定して
おります。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。
また、取引相手の信用リスクならびに連結される子会社及び子法人等自身の信用リスクに基づく価格調整及び無
担保資金調達に関する価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要
でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含ま
れます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しており、商品関連取引等が
含まれます。

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価等及び時
価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「金銭の信託」及び「その他有価証券」には含
まれておりません。

（単位：百万円）
区分 連結貸借対照表計上額

市場価格のない株式等（＊１） 845,760

組合出資金等（＊２） 773,188

＊１ 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企
業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ
ん。

＊２ 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合、匿名組合出資を信託財産構成物とする金銭の信託等で
あります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021
年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

３ 当連結会計年度において、5,842百万円減損処理を行っております。
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（収益認識関係）
（1）収益の分解情報

（単位：百万円）

区分
当連結会計年度

（自 2025
至 2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

経常収益 9,085,438

うち役務取引等収益 1,311,948

預金・貸出業務手数料（注）１ 440,686

証券関連業務手数料 314,255

受入為替手数料 105,703

信託関連業務 105,585

保証関連業務（注）２ 51,163

代理業務手数料 40,727

その他の役務収益 253,827

うち信託報酬 67,001

うちその他の経常収益（注）１ 7,706,488

（注）１．収益認識会計基準の対象となる契約による収益が一部含まれております。
２．収益認識会計基準の対象外となる契約による収益です。
３．上記の表に記載されている収益認識会計基準の対象となる契約による収益に関しては、主に「リテール・事

業法人カンパニー」、「コーポレート＆インベストメントバンキングカンパニー」、「グローバルコーポレート
＆インベストメントバンキングカンパニー」から発生しております。

（2）契約資産及び契約負債の残高等
契約資産及び契約負債の残高等については、連結貸借対照表上、その他資産及びその他負債に計上しています。

当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高等に重要性はありません。

（3）残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度において、既存の契約から翌期以降に認識することが見込まれる収益の金額に重要性はありま

せん。なお、１年以内の契約及び当社グループが請求する権利を有している金額で収益を認識することができる
契約については注記の対象に含めておりません。

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 4,640円23銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 502円92銭
潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 502円92銭

株主資本において自己株式として計上されているＢＢＴ信託口に残存する自社の株式は、１株当たりの純資産額の
算定上、当期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の当期末株
式数は2,166千株であります。
また、１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当
期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該
自己株式の期中平均株式数は2,211千株であります。
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（重要な後発事象）
自己株式の消却
当社は、2025年11月14日及び2026年２月２日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の
消却を決議し、2026年４月22日付で完了いたしました。

(1) 消却した理由 資本効率の向上のため。
(2) 消却した株式の種類 当社普通株式
(3) 消却した株式の数 47,016,600株（消却前の発行済株式総数に対する割合1.9％）
(4) 消却実施日 2026年４月22日
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【個別注記表】
＜重要な会計方針＞
１．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については
時価法、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

有形固定資産は、定率法（ただし、建物については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次の通りであります。

建 物：６年〜50年
その他：２年〜15年

（2）無形固定資産
商標権については、定額法を採用し、10年で償却しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しておりま
す。

３．繰延資産の処理方法
社債発行費は、発生時に全額費用として処理しております。

４．引当金の計上基準
（1）賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に
帰属する額を計上しております。

（2）変動報酬引当金
変動報酬引当金は、当社の役員及び執行役員等に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給及び株式報酬
の支払いに備えるため、当事業年度の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額を計上しております。

（3）退職給付引当金
退職給付引当金（含む前払年金費用）は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定
式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の通りであります。

過去勤務費用：その発生事業年度に一時損益処理
数理計算上の差異：各発生年度における従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（10年）による定額法に基づ

き按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）グループ通算制度の適用

当社を通算親会社とする、グループ通算制度を適用しております。
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＜貸借対照表の注記＞
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．担保に供している資産

投資その他の資産のうち21,909百万円
３．有形固定資産の減価償却累計額 10,026百万円

無形固定資産の減価償却累計額 9,543百万円
４．１年内償還予定の社債及び社債には、劣後特約付社債3,529,930百万円が含まれております。
５．１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金であります。
６．偶発債務
（1）当社の子会社であるMizuho Bank Europe N.V.のドイツ国内の預金に対し、ドイツ預金保険機構規約に基づ

き、ドイツ銀行協会宛に補償する念書を差入れております。
46,902百万円

（2）当社の子会社であるみずほ証券株式会社及びMizuho International plcの共同ユーロ・ミディアムターム・ノー
ト・プログラムに関し、当社は、子会社である株式会社みずほ銀行と連帯してキープウェル契約を各社と締結し
ておりますが、本プログラムに係る社債発行残高は次の通りであります。
みずほ証券株式会社 211,833百万円
Mizuho International plc 155,747百万円

（3）当社の子会社であるみずほ証券株式会社が行う債券売買取引業務に対し保証4,000百万円を行っております。
７．関係会社に対する短期金銭債権 1,176,122百万円

関係会社に対する短期金銭債務 819,324百万円
関係会社に対する長期金銭債権 11,061,252百万円
関係会社に対する長期金銭債務 11,757百万円

＜損益計算書の注記＞
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．関係会社との取引高

営業取引
営業収益 628,233百万円
営業費用 6,054百万円

営業取引以外の取引高 341,100百万円
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＜株主資本等変動計算書の注記＞
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当事業年度期首
株 式 数

当事業年度増加
株 式 数

当事業年度減少
株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数 摘 要

自 己 株 式

普 通 株 式 3,288 71,566 24,734 50,120 注

合 計 3,288 71,566 24,734 50,120

注．増加は自己株式の取得（70,925千株）、BBT信託口による当社株式の取得（612千株）及び単元未満株式の買取
（28千株）によるものであり、減少は自己株式の消却（23,909千株）、BBT信託口からの当社株式の給付及び売
却（823千株）ならびに単元未満株式の買増請求に応じたこと（１千株）によるものであります。また、当事
業年度末株式数には、BBT信託口が保有する株式（2,166千株）を含んでおります。

＜税効果会計の注記＞
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
関係会社株式 137,471百万円
税務上の繰越欠損金 24,851百万円
その他 18,739百万円

繰延税金資産小計 181,063百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △24,851百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △140,164百万円

評価性引当額小計 △165,016百万円
繰延税金資産合計 16,046百万円
繰延税金負債

前払年金費用 △11,777百万円
固定資産売却益 △3,560百万円
その他 △290百万円

繰延税金負債合計 △15,629百万円
繰延税金資産（負債）の純額 417百万円

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」

（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計
の会計処理ならびに開示を行っております。

＜１株当たり情報の注記＞
１．１株当たり純資産額 2,418円69銭
２．１株当たり当期純利益金額 226円70銭
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＜重要な後発事象の注記＞
自己株式の消却

当社は、2025年11月14日及び2026年２月２日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式
の消却を決議し、2026年４月22日付で完了いたしました。

（1）消却した理由 資本効率の向上のため。
（2）消却した株式の種類 当社普通株式
（3）消却した株式の数 47,016,600株（消却前の発行済株式総数に対する割合1.9%）
（4）消却実施日 2026年４月22日


